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［研修生の受入れ人数枠］
・ 研修生の新規受入れ人数は、入管法に基づく基準省令において、受入れ企業の常勤職員の５％までと規定されている。
団体監理型については、受入れ枠が緩和されており、３～５０人以下の企業では毎年研修生3人まで新規受入れ可能である。
つまり、日本人従業員が３人いれば、研修生・実習生合わせて３年間で９人まで受け入れられる。また、実習生は常勤職員
数にカウントする取扱いになっているため、２年目以降は日本人がいなくても受入れが可能である。
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【研修生受入れ人数の上限】

入管法に基づく基準省令において、受入れ企業の常勤職
員１／２０と規定されている。

また、基準省令第6号の特例告示においては、団体監理型
の研修生の受入れ人数枠について、それぞれ受入れ企業の
常勤職員数に従い上限が規定されている。
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［JITCO自主点検結果］

受入れ企業の従業員に対する研修生、実習生の割合

・全従業員（研修生・実習生を含む）に占める研修生・実習生の割合は平均４０．２％であるが、一部の受入れ企業では、
この割合が７０％を超えている。
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（ＪＩＴＣＯ自主点検結果より）

 
    実習の実効性を確保するためには、実習指導の担当者を明確にした上  

で、日本人と実習生を分離せず、日本人従業員とともに業務に就きなが  

ら随時技能を実習できる体制が望ましい。そのためには、日本人従業員  

と実習生の割合を含め、受入れ人数のあり方について、次の点を中心に


